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（
法
務
委
員
会
）

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
交
通
の
発
達
に
よ
り
国
際
的
な
人
の
移
動
が
日
常
化
し
、
日
本
国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
が
犯
罪
の
被
害
に

遭
う
機
会
が
増
加
し
て
い
る
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
外
に
お
け
る
日
本
国
民
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
日
本
国
民
が
殺
人

等
の
生
命
・
身
体
等
に
対
す
る
一
定
の
重
大
な
犯
罪
の
被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
国
外
犯
の
処
罰
規
定
を
整
備
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
民
以
外
の
者
の
国
外
犯
処
罰
規
定
の
新
設

日
本
国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本
国
民
以
外
の
者
に
刑
法
を
適
用
す
る
。

１

強
制
わ
い
せ
つ
、
強
姦
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
姦
、
こ
れ
ら
の
未
遂
並
び
に
強
制
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷

２

殺
人
及
び
そ
の
未
遂

３

傷
害
及
び
傷
害
致
死

４

逮
捕
及
び
監
禁
並
び
に
逮
捕
等
致
死
傷

５

未
成
年
者
略
取
及
び
誘
拐
、
営
利
目
的
等
略
取
及
び
誘
拐
、
身
の
代
金
目
的
略
取
等
、
国
外
移
送
目
的
略
取
等
、
被
略
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取
者
収
受
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
未
遂

６

強
盗
、
事
後
強
盗
、
昏
睡
強
盗
、
強
盗
致
死
傷
、
強
盗
強
姦
及
び
同
致
死
並
び
に
こ
れ
ら
の
未
遂

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


